
【 被扶養者異動届の記入箇所（扶養追加申請）】

＊被扶養者となる方が配偶者の場合

◆4桁の保険証番号

（これから三幸の社会保険に

加入する場合は空欄）

◆取得年月日

（これから三幸の社会保険に加入する

場合は加入する日付を記入） A．被保険者欄
自身の情報を記入します。①～⑧まで記入してください。

～補足～
＊➄は、個人番号を記入してください

B．配偶者である被扶養者欄（第３号被保険者）
被扶養者となる方が配偶者の場合、この欄に記入します。
①～⑫、⑯～⑰を記入してください。

～補足～
＊④は、個人番号を記入してください
＊➄・⑥は、配偶者が外国籍の場合
＊➈は、自身の社会保険加入と同時に扶養の申請をする場合は、
上記A．被保険者欄で記入した取得年月日と同日を記入してください
それ以外の場合は、実際に被扶養者となった日付を記入してください

＊⑫は、被扶養者になった日から向こう1年間の収入見込み額を記入してください
＊⑯・⑰は、該当する場合のみ記入してください

【 給与所得者の扶養控除等申告書の記入箇所（扶養追加申請）】

＊被扶養者となる方が配偶者の場合

自身の情報を記入します

～補足～
＊個人番号は記入しないでください

A．源泉控除対象配偶者
被扶養者となる方が配偶者の場合で、次に該当する方は、この欄に記入します。
①自身の当年度の1月～12月の所得の見積額が900万円以下
②生計を一にする配偶者の当年度の1月～12月の所得の見積額が95万円（年収150万円）以下
年金受給のみの場合は、公的年金収入205万円以下（65歳未満の人は1,633,334万円以下）

～補足～
＊個人番号は記入しないでください
＊所得の見積額は、当年の1月～12月の見込み額を記入してください
↳「給与所得」＝「1月～12月の交通費を含まない年間収入金額」－「給与所得控除額」

↳「雑所得」＝「公的年金等の収入額」ー「公的年金等控除額」

該当する項目がある場
合は、✓を入れてください

※海外特例要件に該当する場合は、証明書類の添付が必要です

詳細は事務員までお問合せください



【 委任状の記入箇所（扶養追加申請）】

＊被扶養者となる方が配偶者の場合

赤枠部分を記入してください



A．被保険者欄
自身の情報を記入します。①～⑧まで記入してください

～補足～
＊➄は、個人番号を記入してください

C．その他の被扶養者欄１、２
被扶養者となる方が配偶者以外の親族の場合、この欄に記入します。
①～⑧、➉～⑬を記入してください。

～補足～
＊➄は、個人番号を記入してください
＊➆・⑧は、該当する場合のみ記入してください
＊➉は、自身の社会保険加入と同時に扶養の申請をする場合は、
上記A．被保険者欄で記入した取得年月日を記入してください
それ以外の場合は、実際に被扶養者となった日付を記入してください

＊⑫は、被扶養者になった日から向こう1年間の収入見込み額を記入してください

【 被扶養者異動届の記入箇所（扶養追加申請）】

＊被扶養者となる方が配偶者以外の場合

◆4桁の保険証番号

（これから三幸の社会保険に

加入する場合は空欄）
◆取得年月日

（これから三幸の社会保険に加入する

場合は加入する日付を記入）

【 給与所得者の扶養控除等申告書の記入箇所（扶養追加申請）】

＊被扶養者となる方が配偶者以外の場合

※海外特例要件に該当する場合は、証明書類の添付が必要です

事務員までお問合せください

自身の情報を記入します

～補足～
＊個人番号は記入しないでください

B．控除対象扶養親族
被扶養者となる方が配偶者以外の場合で、次に該当する方は、この欄に記入しま
す。
①生計を一にする親族等の当年度の1月～12月の所得の見積額が48万円
（年収103万円）以下
年金受給のみの場合は、公的年金収入158万円以下（65歳未満の人は
108万円以下）

～補足～
＊個人番号は記入しないでください
＊所得の見積額は、当年の1～12月の見込み額を記入してください

↳「給与所得」＝「1月～12月の交通費を含まない年間収入金額」－「給与所得控除額」

↳「雑所得」＝「公的年金等の収入額」ー「公的年金等控除額」

該当する項目がある場
合は、✓を入れてください

16歳未満の扶養親族の場合は、この欄に記入します。

～補足～
＊個人番号は記入しないでください


